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 ＷＴＯ 農 業 交 渉 各国の主要日程 
  ２０００年３月 
２００１年１１月 

 
 

２００２年 
    ３月～ 
  

 １２月 

ＷＴＯ農業交渉開始 
第４回閣僚会議（カタール）において、新ラウンド

立上げ 
 

 
輸出競争、市場アクセス、国内支持の３分野ごとに

公式・非公式の交渉会合 
ＷＴＯ農業委員会議長が「概観ペーパー」を提示 

  

 
 
 
 
 

２００３年 
 ２月１２日 
 ２月１４～１６日 
 ２月２４～２８日 

  ３月１８日 

   ３月２５～３１日 

 ９月１０～１４日 

 
モダリティ１次案の提示 
非公式ミニ閣僚会合（於：東京） 
特別会合（モダリティ１次案の検討） 
モダリティ１次案改訂版の提示           
 
特別会合 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
合意目標（６月まで） 

２００４年  
大統領選（11月） 

EU25カ国に拡大（5月） 
EＵ委員任期末（10月末）      

２００５年 
1/1 以前 

   

ＷＴＯ農業交渉のスケジュール 

○ ＷＴＯ農業交渉は、本年３月末までに交渉の大枠（モダリティ）を確立するという期限が守られなか

ったが、今後、各国とも可能な限り早期にモダリティを確立するべく努力する方針。 

共通農業政策 
改革中間ﾚﾋﾞｭｰ 

農業モダリティ確立ならず 

第５回閣僚会議（メキシコ） 

 

ＷＴＯ農業交渉の終結（全分野包括一括受諾）

ＥＵ 

新農業法成立(5月) 

米国 

貿易促進権限法成立（ 8月）
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ウルグァイ・ラウンド農業合意の概要 
分野 1995～2000 年の６年間で加盟国が実施すべき義務 

市場アクセス 

・ 関税を、平均で３６％、最低１５％削減 

・ 現行アクセス機会は維持・拡大、ミニマム・

アクセスは３％から５％まで拡大 

国内支持 

・ 「黄」の政策を、助成合計量（削減対象とな

る国内助成の総量）で平均２０％削減 

・ 「緑」及び「青」の政策は、削減対象外とし

て位置付け、それぞれ要件設定 

輸出規律 

・ 削減約束が課される輸出補助金の要件を設

定し、財政支出額及び対象数量を、それぞれ

３６％、２１％削減 

上記３分野 

共通 

・ 開発途上国への特別かつ異なる取扱いを規

定 

 

 
◆  品目毎の柔軟性：関税削減の UR方式、国内支
持削減の総合AMS方式等による品目ごとの柔軟
性の確保 

 
◆ 改革の継続性：国内支持の基本的枠組みの維持、

特別セーフガードの拡充等による継続的な改革

の円滑な推進 
 
◆ バランス：３分野（市場アクセス、国内支持、

輸出競争）間のバランスの確保、輸出入国間の権

利義務のリバランス 

○ モダリティ確立に向けた我が国の主張 

○ モダリティとは、農業交渉において、全ての品目及び加盟国に適用されるルールの大枠。 
○ モダリティ確立に向けて、我が国は非貿易的関心事項を反映し、「品目毎の柔軟性」、「改革の継続性」、

「輸出入国間のバランス」を主張。 

農業交渉のモダリティ 
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事 項 我が国 ＥＵ等フレンズ 米国 ケアンズ諸国 途上国 モダリティ１次案改訂版 

関 税 ・漸進的削減・品目ごとの柔軟性 
（ＵＲ方式）［日ＥＵ提案：最低１５％、平均３６％の引下げ］ 

 
・スイスフォーミュラによる大幅・一律削減 
（５年間で全品目２５％未満に） 
 

・先進国は大幅・一律削 
 減 

・[５]年間で[９０]％より高 
 い関税は、平均[６０]％、 
 最低で[４５]％削減など 

アクセス
数量 

・ルールの改善 
（消費基準年の見直し、加重
措置の解消） 

・運用ルールの明確化 
・数量は基本的に現行水
準 

・一律拡大 
（５年間で枠を２０％拡大） 

 
・一律拡大 
（５年間で消費量の２０％
を上乗せ） 

・先進国は大幅・一律  
 拡大 

 

・国内消費量の[１０]％ま  
  で拡大、一部品目は代償措 
  置により、[８]％まで拡大 
・・基準期間の更新 

市 場 ア
クセス 

輸入国家
貿易 

・透明性強化 
・輸入国貿は食料安保に
重要な役割 

・透明性強化 ・輸入独占を禁止 ・更なる規律の強化 
・途上国の輸入国貿の重
要な役割について配
慮 

・更なる検討を行い、一定 
 の規律 

国内支持（ＡＭＳ） 
・漸進的削減・品目ごとの柔軟性 
（約束水準から総合 AMS 方式による引下げ） 
 ［日ＥＵ提案：約束水準から５５％削減］ 

・大幅・一律削減 
（５年間で農業生産額の
５％まで削減） 

・先進国は5 年間で、途
上国は 9年間で撤廃 
（初年度５０％の削減） 

・先進国は撤廃 
・総合 AMS を[５]年間で 
 [６０]％削減 
・品目別の AMS に上限 

輸出補助金 ・削減［日ＥＵ提案：平均４５％削減］ ・５年間で撤廃 ・３年間で撤廃 ・直ちに撤廃 ・一定の品目は６年目、残  
 りは１０年目に撤廃 輸 出 規

律 
その他 

・輸出規制の輸出税化・
漸進的削減 
・輸出信用の削減 

・輸出信用の削減 
 [EU 提案：厳格な規律] 

・緩やかな規律の作成 
・規律の強化や削減には
反対 

・厳格な規律の作成 
・規律に合致しない輸出 
信用の即時禁止 

・途上国への特別な配慮 
・輸出信用、食料援助につ  
 いて更なる検討を行い、 
 一定の規律 

ＷＴＯ農業交渉における各国の主張 

○ 米国・ケアンズ諸国（豪等１７カ国）は、保護・助成の大幅・一律的な削減・撤廃を要求。 
 
○ 我が国・ＥＵ等は、非貿易的関心事項（食料安全保障、国土・環境保全等）に配慮し、農政改革の進捗に合わせた漸進

的な保護の削減を主張。 
 
○ 開発途上国（約１００カ国）は、先進国の市場開放を要求。開発途上国の理解、支持を得ていくことが極めて重要。
 

（注１）フレンズ： 非貿易的関心事項フレンズ国（日本、ＥＵ、スイス、ノルウェー、韓国、モーリシャスの６カ国）。 
（注２）関税削減のＵＲ方式： 全品目平均の引下げ率と、品目ごと最低の引下げ率を設定。毎年等量で削減。 
（注３）総合ＡＭＳ方式： ＡＭＳ（助成合計量＝①価格支持相当額＋②削減対象補助金額）を全品目の総計で削減する方式。 
（注４）モダリティ１次案改訂版は、削減数値、実施年数等に関し、先進国を対象とした記述部分を抜粋。  
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対立 

     米国 
・ ハーモナイゼーションによる大幅・
  一律削減（全品目を２５％未満に
  削減＝スイス・フォーミュラ）

・ 将来的には関税撤廃 

  ケアンズ 
・ ハーモナイゼーションによる大幅・
  一律削減（全品目を２５％未満に
  削減＝スイス・フォーミュラ） 
・ 初年度５０％引下げの前払い 
・・ 途上国は特別扱い 

 

途上国 
・ 先進国は大幅・一律削減 
・ 途上国には特別の配慮 

日本・ＥＵ 
・ウルグァイ・ラウンド方式により、 
 全品目平均で３６％、品目ごとに最低

１５％削減 
 

現実的、中庸 非現実的、極端

 もし、関税が大幅・一律に削
減されることになれば・・・・

↓ 
条件に恵まれないアジアの

多くの国の農業は 

 

市場アクセス（関税引下げ） 

○ 米国・ケアンズ諸国は、すべての関税のハーモナイゼーション（国別格差の圧縮・平準化）による大幅・

一律削減を主張。 
 

○ 日本、ＥＵ等フレンズ諸国は、品目別の柔軟性を確保し得るＵＲ方式を主張（約７５か国が支持）。 

壊滅的打撃 
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○ 米国やケアンズ諸国が主張するスイスフォーミュラとは、あらゆる品目の関税を一律２５％未満に引

き下げる算式。 
○ 我が国・ＥＵ等が主張するＵＲ方式は、関税の全品目平均引下げ率と品目毎の最低引下げ率を設定す

る方式であり、品目毎に関税率を調整することができるため、柔軟性を持たせることのできる算式。 

関税引下げに関する議論 

○ スイス・フォーミュラ 
（最高税率を２５％とした場合の関税引下げ） 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0 200 400 600 800 1000

現行税率（％）

引
下
げ
後
の
税
率
（
％
）

（注）引き下げ後税率は必ず２５％未満となる。 
計算例）  現行税率  引下げ後 

１０％   ７.１％ 

１００％  ２０.０％ 

１０００％  ２４.４％ 

２５％ × 現行税率（％） 
  引下げ後税率（％）＝ 

２５％ ＋ 現行税率（％） 
  

1 

10 

100 

1000 

品目Ａ  品目Ｂ  品目Ｃ           品目Ｘ  品目Ｙ 品目Ｚ 

単純平均  

引下げ後税率 

現

行

税

率 

最低引下げ分

品目別引下げ分 

○ ＵＲ方式 
・平均引下げ率の設定 
・品目別の最低引下げ率の設定  
・毎年等量の削減 
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100％ 

341円／kg 
（490％程度） 

55円／kg 
（210％程度） 
 

39円／kg 
（190％程度）
 

21.3％＋ 
  396円／kg 
（200％程度）
 

29.8％＋ 
   985円／kg 
（330％程度） 
 

119円／kg 
（290％程度）
 

354円／kg 
（460％程度） 
 

617円／kg 
（500％程度）
 

2,796円／kg 
（990％程度）
 

6,978円／kg 
（190％程度）
 

我が国のＵＲ関税化品目の税率（２次税率）

 コメ 小麦 大麦 脱脂粉乳 バター でん粉 雑豆 落花生 こんにゃく芋 生糸 

注）１ 税率は２次税率（2000年協定税率）。 
  ２ 棒グラフの高さ及び（ ）の数値は 2次税率の対平均輸入価格比率であり、1996～98年の平均輸入価格を元に試算。

コメのミニマムアクセスに
ついては別途、輸入差益

（マークアップ）： 上限 
292円／kg  (420％程度)
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鶏肉 

 
脱脂粉乳 バター 

86.5 ｾﾝﾄ／kg 

（100％程度）

154.1 ｾﾝﾄ／kg 

（120％程度） 
163.8％ 

バター バナナ 

1,896 ﾕｰﾛ／ﾄﾝ 

（200％程度）
 680 ﾕｰﾛ／ﾄﾝ 

（230％程度）

脱脂粉乳 バター 

201.6％ 

249.0％ 

100％ 

甘しゃ糖 

419 ﾕｰﾛ／ﾄﾝ 

（210％程度）

 諸外国の高関税品目 

 落花生 
（殻付き）

 米国 

ＥＵ 
カナダ 

298.7％ 
 

 タイ 

 生糸 たまねぎ 
（種子） 

216％ 
226％ 

218％ 

キャッサバ芋 朝鮮人参 

 887.4％ 韓国 

754.3％ 

脱脂粉乳 甘しゃ糖 

33.9 ｾﾝﾄ／kg 

（127％程度） 

注 １：税率は２０００年協定税率。 
  ２：（ ）の数値は、２０００年協定税率の対平均輸入価格比率であり、基準期間（1986～88年）の輸入価格を元に試算。 
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市場アクセス（ミニマム・アクセス） 

○コメのミニマム・アクセス数量

○ コメについては、関税化が遅れたため、輸入義務数量（ミニマム・アクセス）は加重され、消費量
の７.２％（一般は５％）。 
  
○ 我が国は、①国内消費量の変化に合わせたアクセス数量の見直し、②加重されたアクセス数量の解
消を主張。 

 
○ コメについては、①アクセス数量だけでなく、②枠外税率、③輸入差益（マークアップ）、④一元
的国家貿易体制からなる一体的・総合的な輸入システムの確保が重要。 

基 準 期 間 1995 1996 1997 1998 1999 2000
（１９８６－８８年）

　
　　0 . 4 ％

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目

　

　　0 . 8 ％

1999.4
関 税 化

消費量の 5％ 
 

消費量の 7.2％ 
（76.7万トン） 

 

消費量の 8％ 
 

関税化の特例措
置を採った場合 

消 費 量
の 3％ 

消費量 
の 4％ 

○ コメの輸入システム 
 

売渡価格

輸入価格

輸入差益
（ﾏｰｸｱｯﾌﾟ）

輸入差益上限
（292円/kg）

ミニマム・アクセス
数量76.7万トン

枠外税率を支払った輸入
（2001年度69トン）(在留外国人用等)
  （2002年度202トン）     〃

国家貿易による一元輸入

‖

枠外税率
341円/kg

基準年の平均

国内消費量 
1,065万トン 

1999-2001 年の 
平均国内消費量 
978万トン 
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 ○ ＵＲ農業合意（国内支持） 
 

政策 規律 施策の性格 

「黄」 
ＡＭＳとし 
て削減 

貿易・生産への影響がある施策 
（価格支持、生産補助金等） 

「青」 削減対象外 
生産調整を伴う直接支払い 
（ＥＵの直接支払い、我が国の稲作経

営安定対策等） 

「緑」 削減対象外 
貿易や生産への影響がない施策 
（試験研究、基盤整備等） 

 注：黄の政策ついては、AMSとして、各国の1986-88年の実績を20％削減す 
   ることとされた。 

国内支持 

○ 国内支持については、貿易・生産への影響がある施策は、「黄」の政策として位置付けられ、その削

減が交渉課題。 

（注） 

助成合計量（AMS）：  ①価格支持相当額 

＋②削減対象補助金額 

 

総合ＡＭＳ方式： ＡＭＳを全品目合計で削減 

する方式 

○ ＡＭＳ水準の各国比較 
(億円) 

81,605 

日本 
(1999) 

米国 
(1999) 

ＥＵ 
(1999) 

ＡＭＳ実績 

7,478（8％） 

20,587 

18,172（9％）

58,186（20％） 

約束水準 
の 71％ 

約束水準

の 88％ 

注：（ ）内の数値は農業総生産額に占める割合 

94,181 

農業総生産額 

2000年約束水準 

199,089 

283,969 

約束水準
の 19％ 

39,729 



 10

                           
 国内支持（助成合計量の削減） 

  

○ 米国・ケアンズ諸国は、「黄」の政策（助成合計量：ＡＭＳ）の大幅な削減・撤廃を主張。 
 

○ 我が国・ＥＵ等フレンズ諸国は、品目ごとの柔軟性のある総合ＡＭＳ方式による削減を主張。 

   米国 
５年間で農業生産額の５％まで 
削減 

  日本・ＥＵ 
  品目別の柔軟性を確保し得る

総合AMS方式により、漸進的削
減（約束水準から５５％削減）

   途上国 
・ 先進国は撤廃 

・ 途上国に対する柔軟性付与 

  ケアンズ 
・ 先進国は５年間で撤廃 

・ 品目ごとに削減 

対立 
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項 目 主な実施国 支出額（百万 US ﾄﾞﾙ） 

ＥＵ 5,588 (1999年) 
輸出補助金 

米国     80  (1999年) 

米国   3,929  (1998年) 
ＥＵ    1,254  (1998年) 
豪州    1,553  (1998年) 

輸出信用 

カナダ    1,108  (1998年) 

米国    1,210  (2001年) 
食料援助 

ＥＵ      118  (2001年) 

豪州（小麦・乳製品） 

ＮＺ（乳製品） 輸出国家貿易 

カナダ（小麦・大麦・乳製品） 

― 

  輸出税 
インドネシア（98 年～：パーム油）、マレーシア（水産物、
かんきつの一部等）、アルゼンチン（95年～：大豆）、  
EU（95～96,97年：小麦） 

 

輸出規律 

○ 従来の輸出に関する規律は、輸入に関する規律に比べて著しく緩やか。 
○ 輸出規律には、ＥＵが多用する輸出補助金、米国が多用する輸出信用等がある。 

注：輸出信用は、対象となっている融資保証や保険の契約の額面金額 



 12

 
 
 輸出競争 

○ 米国・ケアンズ諸国は、「輸出補助金」の「撤廃」を主張。 
○ 我が国・ＥＵ等フレンズ諸国は、「全ての形態の輸出補助金」の「削減」を主張。 
 

○ 米国は、他国の主張する「輸出信用」や「食料援助」への厳格な規律の適用に反対。 

日本 
（輸出補助金なし） 

 
ＥＵ提案を支持 

途上国 
先進国は 

輸出補助金を撤廃 

米国（輸出信用、食料援助を多用） 
 

・ 輸出補助金を５年で撤廃 
・ 輸出信用の厳格な規律や削減に反対 

 

ケアンズ 
 

・ 輸出補助金を３年で撤廃 
・ 要件に合わない輸出信用の禁止 

 
 

対立 

一部協調、一部対立 

対立 
協調 

ＥＵ（輸出補助金を多用） 
 

全ての形態の輸出補助金を 
同等に扱うことを前提に、 
輸出補助金を平均４５％削減 
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○ ＷＴＯ加盟国の約３分の２を占める開発途上国は、先進国に対し、更なる市場開放、輸出補助金・

国内支持の大幅削減を要求。 
 

○ 開発途上国へのミッション派遣等により、我が国の考え方に対する理解を得るように働きかけ。 

また、２００３年度関税改正において、農水産物の一般特恵関税措置の拡充、ＬＤＣ特恵対象品目の追加

追加を実施。 

開発途上国への対応 

 
一般特恵関税

措置の拡充 

・農産物１１８品目を新たに追加 
（従来対象農産物２０９品目） 
 
・既存の対象農産物のうち、３６品目

の特恵税率の引下げ 

 
ＬＤＣ特恵対

象品目の追加 

 
・農水産物１９８品目を追加 
（従来対象農水産物３３５品目） 

 

○ ２００３年度関税改正 
   
○ 関係国への働きかけ 

働きかけ方法 実施時期 働きかけ国数 

ミッション 
派遣 

 
２０００～２００２年 

 

計３６カ国 
（延べ６９回） 

書簡送付 
 

２００１～２００２年 
 

計２７カ国 
（延べ５０回） 

 合計４２カ国 
 

  ○ 第４回ＮＴＣ会議の開催（閣僚ベース） 
開催時期 場  所 参加国 

２００２年６
月 ローマ 途上国を含む５４の国と地域 
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我が国の農政改革 

○  我が国は、食料・農業・農村基本法（１９９９年制定）に基づき、食料自給率を４５％に向上すること

等を目標として掲げながら、農政改革を行ってきた。 
○  コメについての食糧法の制定（１９９５年）、新たなコメ政策（１９９７年）をはじめ、各作物につい

て価格政策を見直してきた。 
○  これらの結果、我が国のＡＭＳは２０００年度約束水準の約１９％まで縮減。 

○ 我が国の農政改革 
 
年 項    目 概        要 

１９９３ ウルグアイラウンド農業合意 農産物の国境措置について原則関税化、貿易に悪影響を与える国内支持
や輸出補助金の削減等を１９９５年より実施。 

１９９５ 食糧管理法を廃止 
食糧法を制定 

コメの無制限買入れ義務を廃止、政府買入れは備蓄用のみとし、政府米

より自主流通米を米流通の主体とするなど、政府の役割を限定。 

１９９７ 新たなコメ政策大綱決定 政府の役割を備蓄の適正な運営に限定し、市場実勢をより反映した価格

形成を促進するとともに、併せて稲作経営安定対策を導入。 

コメ関税化実施 関税化の例外としていたコメについて、１９９９年４月より関税化を実

施。 

食料・農業・農村基本法制定 ①食料の安定供給の確保、②多面的機能の十分な発揮、③農業の持続的
な発展、④農村の振興等を理念とする新基本法の制定。 

１９９９ 

新たな酪農・乳業政策大綱決定 市場実勢を反映した適切な価格形成を促進するための制度に移行。 
２０００ 食料・農業・農村基本計画策定 食料自給率目標（平成２２年度４５％）の設定等。 

２００３ コメ改革大綱の決定 
食糧法改正（予定）等 

平成２２年度におけるコメづくりのあるべき姿を目指し、需給調整対

策、流通制度、関連施策などの包括的な改革を整合性を持って実行。 
 

（参考１） 
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○ 米国新農業法 
 

目標価格 

直接固定支払

市場価格

補填 
補填 

は、新農業法による措置  

最低価格

支持水準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米国の国内政策 

○ 米国の農業予算      
                       （単位：億ドル） 

 
 ２００１年 

新農業法に 
よる追加額 
（年平均） 

農務省の農業予算額 ６４２ ８６ 

価格・所得関連     ２２１ ６３ 

 うち直接支払い ４１  

 緊急農家支援      ５５  

 価格支持融資等     ８５  

その他    ４２１    ２３ 

  

（価格支持融資

による補填） 

○ 米国は、昨年５月、保護主義的な新農業法を成立させ、６年間で約５２０億ドル（６兆円余）の追加予

算を投入する方針。これは、作物ごとに目標価格を設定して価格支持を行うものであり、ＷＴＯ農業協定

の方向性に逆行するものとして、諸外国から厳しく批判。 

新農業法に基づき、２００２年から６年間、年平均で８６億ﾄﾞﾙの

追加支出が行われる見込み。 

（参考２） 
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（参考３） 

○  ＥＵは、共通農業政策（CAP）について、価格支持から「生産刺激的でない直接支払い」への切

替え等を内容とする改革案を本年夏頃までに取りまとめる予定（CAP中間見直し）。 

ＥＵの農政改革の状況 

○ ＥＵのＣＡＰ見直し案（2003 年 1 月） 
 

支持価格 
・ 更なる引下げ 
  
・ その一部を直接支払いに振り向け 

直接支払い 

・ 生産要素との切離し（デカップリング） 
 
・ 段階的に削減し、農村開発・環境対策

等に振り向け 

 

 

 

 

 「黄・青の政策」から「緑の政策」に移行

 
○ 実施している共通農業政策の改革 

 
 

      支持価格を引き下げ、その一部を農業者へ直接支払い 
 

ｱｼﾞｪﾝﾀﾞ 2000 年改革 

直
接 

支
払
い 

 

支
持
価
格 

 

市
場
価
格 

直
接 

支
払
い 

 

 

支
持
価
格 

     

市
場
価
格 

 

  直接支払い 
（削減分の 1/2)

 直接支払い 
（削減分の全額）

 
支
持 

 
価
格 

 

市
場
価
格 

 

直
接 

 

支
払
い 

CAP見直し 1992年改革 

削減分 

削減し、農村開
発等に振り向け 

生産要素と
切離し 
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関
税 

全農産物の単純平均により［5］年間で以下の方式により削減。 
 

・［90］％より高い関税      ：平均［60］％、最低[45］％ 

・［90］％以下で[15]％より高い関税：平均［50］％、最低[35］％ 

・［15］％以下の関税       ：平均［40］％、最低[25］％ 

関
税
割
当
数
量 

・最終譲許の関税割当数量が国内消費量の［10］％に満たな 

い場合には、同割合まで拡大。 

・関税割当対象品目の 1/4 を上限とし、同数の品目について 

数量を［12］％に拡大する条件で、一部品目の数量拡大を 

［8］％に止めることが可能。 

・最新の国内消費量は 1999-2001 年又は最新の 3 ヵ年平均。 

・関税割当数量の拡大は［5］年間で毎年等量に実施。 

 

特
別
セ
ー
フ
ガ
ー
ド 

・先進国に対しては適用を[更なる関税削減の実施期間の終 

了時に] [更なる関税削減の実施期間の終了後の［2］年後 

に］停止。 

 
 ２．輸出競争  
 

輸
出
補
助
金 

・対象となる全農産物の最終譲許金額の最低[50］％に 

 至るまで積み上げた農産物の各品目は 6 年目の初め 

 に撤廃、残りの品目は 10 年目の初めに撤廃。 

食
料
援
助

輸
出
信
用 

 

 
 

・更なる検討。 

 
 

 
 ３．国内支持  
 

 

緑
の
政
策 

・一定の改定を条件として、現在の規定を維持。 

 

青
の
政
策 

・[直近の通報水準で上限を設け、その水準で譲許した上 

 で、毎年等量で 5 年間に[50]％削減]［現行の総合 

 AMS に算入］。 
 

黄
の
政
策 

・総合 AMS により毎年等量で［5］年間で［60］％削減。 

・品目別の AMS は、1999-2001 年平均の水準を上回らな 

 いこととする。 

デ
ミ
ニ
ミ
ス 

・先進国の現行 5％のデミニミスは、［5］年間で毎年   

［0.5］％ずつ削減。 

  
 ４．後発開発途上国  
 

・先進国は、後発開発途上国からの全輸入に対して無税・無 

 枠を供与[するよう努める][する義務を負う]。 

 

       ○ モダリティ１次案改訂版の概要 
       

（参考４） 

注１：［ ］内は数字の例示や選択肢を示すといった目的で使われている。 

注２：途上国には、下記ではなく、特別かつ異なる待遇（S&D）が適用される。

   また、後発開発途上国（LDC）は削減約束を免除される。 

注３：１次案改訂版は途上国の関税削減率など一部の事項の修正がある他は、

   主要部分について１次案と変わらないものとなっている。 

１．輸入アクセス
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ｲﾆｼｬﾙ・ｵﾌｧｰ提出 
（2003年 3月末）
 

 
○ 農業交渉以外の分野のスケジュールについて 

 
 
 
 
 

 
 
 
法律、運輸、

通信等 
 

 
 
 
 
 
・関税引下げ

 方式等 

 
 
 
・ｱﾝﾁ・ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ

・補助金等 
（漁業補助金）
 

 
 
 
 
・医薬品問題 
・地理的表示 

 等 

 
 
 
 
・多国間環 
 境協定 
・ラベリン 

 グ等 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
・投資 
・競争 
・貿易円滑化

・政府調達透
 明性 

 
 
 
 
 
 

サービス 
 

非農産品 
市場アク

セス 

 ルール 
 

知的所有権 
 (TRIPS) 
 

貿 易 と

環境 
紛争解決

了解の改

善及び明

確化 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ｲ

ｼｭｰ(新分野) 
 

 

実施 
途上国へ

の配慮 
(Ｓ＆Ｄ) 

 

     第５回閣僚会議（カンクン） 
      ２００３年９月１０～１４日 

 交渉妥結（一括受諾（シングルアンダーテイキング））２００５年１月１日 

 ﾓﾀﾞﾘﾃｨ合意 
（2003年 5月末） 

  交渉妥結 
（2003年 5月末）

コンセンサスを

得て交渉に移行 

医薬品問題

については、

昨年 12 月の
期限にまと

まらず。 

昨年 7月、
12 月の期
限中にまと
まらず。 

（参考５） 


